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 リハケア茅ヶ崎 

デイサービス リハケア茅ヶ崎 重要事項説明書 

 

  当事業者が提供する介護予防・日常生活支援総合事業における指定第 1 号事業に該当す

る国基準通所型サービス（以下、「国基準通所型サービス」という。）の内容に関し、説明

すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１  事業者の概要                     令和 8 年 1 月 11 日改訂 

事業者の名称 亀井工業ホールディングス株式会社 

主たる事務所の所在地 神奈川県茅ケ崎市南湖１丁目 4 番 25 号 

電話番号 0467-86-1111 

代表者職 代表取締役 

代表者氏名 亀井 信幸 

他の介護保険関連事業 特定施設入居者生活介護 

事業所の名称 デイサービス リハケア茅ヶ崎 

事業所の所在地 茅ヶ崎市幸町５－８ 茅ヶ崎メデイカルケアセンター２０２ 
電話番号 0467-53-9571 
管理者 谷川 俊和 

介護保険事業所番号 １４９２４００４４３ 

指定年月日 令和６年７月１日 

交通の便 東海道線茅ヶ崎駅徒歩３分 

通常の事業の実施地域 

茅ヶ崎市の一部 
幸町・共恵・若松町・新栄町・元町・茅ヶ崎・十間坂・本村 
松が丘・中海岸・東海岸北・東海岸南・菱沼海岸・白浜町 
汐見台・浜須賀・緑が浜・平和町・富士見町・常盤町・旭が丘 
美住町・松浪・浜竹・ひばりが丘・出口町・中島・松尾・南湖 
浜見平・柳島海岸・柳島・浜之郷・今宿・下町屋・矢畑・円蔵 
西久保・萩園・平太夫新田・小桜町・代官町・本宿町・赤松町 
小和田・菱沼・松林・室田・高田 

 

 

２  事業者の職員の概要 

職   種 職 務 内 容 
管理者 事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、利用に

申込みに係る調整及び国基準通所型サービス計画の作成に当た

る。 
生活相談員 国基準通所型サービス計画に基づき利用者に対し適切に相談業

務を行う。 
看護職員 体調管理及び薬の管理や服薬の確認を行い、また国基準通所型

サービス計画に基づき、国基準通所型サービスの提供に当たる。 
機能訓練指導員 日常生活を営むのに必要な能力の減退を防止する為の訓練を行

い、また国基準通所型サービス計画に基づき、国基準通所型サ

ービスの提供に当たる。 
介護職員 国基準通所型サービス計画に基づき、国基準通所型サービスの

提供に当たる。 
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＊１単位目（午前の部） 

職  種 資 格 員  数 

管理者 介護福祉士 １人 

生活相談員 介護福祉士 １人以上 

看護職員 看護師 １人以上 

機能訓練指導員 看護師 １人以上 

介護職員 
介護福祉士 
ヘルパー２級 

２人以上 

 

 ＊２単位目（午後の部） 

職  種 資 格 員  数 

管理者 介護福祉士 １人 
生活相談員 介護福祉士 １人以上 
看護職員 看護師 １人以上 
機能訓練指導員 看護師 １人以上 

介護職員 
介護福祉士 
ヘルパー２級 

２人以上 

 

３ 営業日及びサービスの提供時間、営業時間、利用定員 

 

月～金（祝日含む） １単位目  午前 9 時 00 分 ～12 時 1０分 利用定員１８人 

 ２単位目 午後 13 時 20 分 ～16 時 30 分 利用定員１８人 

営業をしない日 土・日・年末年始（12/30～1/3） 

  営業時間 8 時 30 分～17 時 00 分 

 

４  国基準通所型サービスの運営の目的・方針 

 介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号事業に該当する国基準通所型サ

ービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理・運営に関する事項を定め、利用

者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場にたった、適正かつ円滑な通所型サービスの

提供を確保することを目的とする。 

 ご利用者様の生活の質の向上等を図ることができるよう、心身その他の状況及びその

置かれている環境に応じて日常生活の世話、機能訓練、創作的活動､レクリエーション

等を行います。 

 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を

図り、総合的なサービスの提供に努める。 

 関係法令等を尊守し、事業を実施するものとする 

 

５ 提供するサービス内容 
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（１） 機能訓練 

日常生活動作、歩行訓練等。 

（２） レクリエーション 

機能訓練を見越した、集団、個別での体操や利用者の希望にて手芸、工作など。 

（３） 健康チェック、健康相談 

来所時のバイタルチェック、サービス提供時間内での投薬介助や身体観察など 

（４） 介護サービス 

排泄・移動等の身体介助 

（５） 送迎サービス 

デイサービス利用時の送迎をいたします。 

（６） 当事業者の管理者又は生活相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置か

れている環境を踏まえて、総合事業通所介護計画書を作成します。 

介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合には、その内容に沿って

作成し、作成したときには利用者または家族への説明をし同意を得て、交付を

します。 

 

６  利用料金 

（1） 

保険給付サービス 事業者の国基準通所型サービスの提供（介護保険適用部分）に際し負担する利用

料金額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理

受領サービスである時は、その 1 割、2 割または 3 割です。ただし、介護保険の

給付の範囲を超えた部分のサービスについては全額自己負担となります。 
 サービス提供時間  ２単位制 

  ①午前の部 9：00～12：10  ②午後の部 13：20～16：30   

＊5 級地：1 単位＝10.45 円 
サービスの種類 算定単位数 1割負担金額 2 割負担金額 3 割負担金額 

国基準 
通所型サービス 
（1 月あたり） 

事業対象者・要支援 1（1798 単位） 

事業対象者・要支援 2（3621 単位） 

1,879 円 

3,784 円 

 3,758 円 

 7,568 円 

 5,637 円 

11,352 円 

事業対象者・要支援 1 回数（436 単位） 

事業対象者・要支援 2 回数（447 単位） 

（１回あたり） 

456 円 

468 円 

 

912 円 

935 円 

 

1,367 円 

1,402 円 

 

□サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 
□要支援 1（88 単位） 
□要支援 2（176 単位） 

□サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

     □要支援 1（72 単位） 

     □要支援 2（144 単位）  

☑サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

     □要支援 1（24 単位） 

     □要支援 2（48 単位）  

※サービス提供体制強化加算は、上記Ⅰ

ⅡⅢのいずれかの算定、又は算定なし

です。また、施設の体制状況により、

年度ごとに算定区分が変わる場合が

あります。変更になった場合は、都度

 

92 円 

184 円 

 

76 円 

151 円 

 

25 円 

51 円 

 

 

 

 

 

 

184 円 

368 円 

 

151 円 

301 円 

 

50 円 

101 円 

 

 

 

 

 

 

276 円 

552 円 

 

226 円 

452 円 

 

75 円 

151 円 
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通知します。 
□若年性認知症利用者受入加算（240 単位） 

 

251 円 

 

502 円 

 

753 円 

共通加算 ☑介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）として、所定単位数の合計に 9.0％の率を乗じた単

位が加算されます。 

 
※上記共通加算は負担割合率により、1 割・2 割・3 割の自己負担となります。 
 

 

◎利用者負担算出方法 

 {（基本単位＋加算）＋（基本単位＋加算）×9.0％}×10.45（地域単価） 

=      円（１円未満切捨て） 

     円－（   円×0.9 または 0.8 または 0.7（１円未満切捨て）） 

＝   円（利用者負担額） 

 上記の料金、算出方法はあくまでも目安となるものです。 

 

（2）その他の費用(自己負担) 

① 実施地域以外の交通費（自宅から事業所までの自動車での送迎） 

通常の事業の実施地域を越えてから、片道１ｋｍ超ごと 30 円 

② 日常生活費 

おむつ代実費 

③ その他の日常生活費 

教養娯楽費（利用者の希望により提供する場合） 

（3）キャンセル料 

利用予定日の前日の営業時間終了時までに、休みの連絡を頂けない時には介護保険で

の１００％のキャンセル料を頂く場合があります。 

 

７  サービス内容に関する苦情担当 

    当事業者の国基準通所型サービスの提供について、苦情を申立てることができます。利

用者は当事業者に苦情を申立てたことにより、何らの差別待遇を受けません。 

 

苦情相談窓口 

 

８ 緊急（事故）時の対応 

利用者の容態急変時・事故時には、職員がマニュアルに沿って対応する。  

別紙（1）参照 

火災発生時には、職員がマニュアルに沿って対応する。   別紙（2）参照 

いずれの場合にも、利用者の安全を第一とし、速やかに対処するものとする。 

デイサービス リハケア茅ヶ崎 管理者  谷川 俊和 電話 0467-53-9571 

神奈川県国保連合会 苦情相談 電話 045-329-3447 

茅ヶ崎市役所 福祉部介護保険課給付担当 電話 0467-81-7164 
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年     月    日    

 

  （事業者） 

     国基準通所型サービスの提供に当たり、この説明書に基づいて重要事項の説明を行

い、同意を得て交付いたしました。 

 

 

              所在地  茅ケ崎市幸町５－８ 茅ヶ崎メディカルケアセンター２０２                      

 

 

              名  称                 リハケア茅ヶ崎                                            

 

 

              説明者                                                         印   

 

 

（利用者） 

  この説明書により、国基準通所型サービスに関する重要事項の説明を受け、内容に同意

し交付を受けました。 

   

 

              住 所    茅ケ崎市                                                           

 

 

              氏 名                                                          印   

 

                                          

（代理人） 

 

              住 所                                                                

 

 

              氏 名                                                          印 
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別紙（1） 

 

 

緊急（事故）時対応マニュアル 

 

 

容態急変時・事故時の対応 

 

  発熱------検温の結果３８度以下であれば、水分を多めに摂取させ、クーリングして様子

観察を行い、家族へ連絡し、帰宅などの対応を図る。 

 

 嘔吐-------口腔洗浄をし、誤嚥、窒息に注意する。安静にし、意識の有無・痛みの有無

を確認する。意識消失や痛みの訴えあれば、医師に連絡し指示を仰ぎ対応。またはその

状況を確認し、家族へ連絡をし、帰宅などの対応を図る。 

 

 下痢-------便の状態、痛みの有無を確認する。痛みあれば医師に連絡する。痛みがない

場合は、水分を多めに摂取し様子をみる。 

 

 転倒-------打撲の部位、痛みの有無、骨折の有無を確認する。頭部の打撲で意識がない

場合は、ただちに救急車を要請する。骨折についても同様とする。意識がある場合は、

安静にし、状態を観察する。その際、嘔吐などの有無について注意する。 

 

 意識消失----名前を呼んでも覚醒しない場合は、救急車を要請する。身体を強く動かす

ことはしないよう注意する。呼びかけをくりかえしたり、指先の爪の間に自分の爪をく

いこませたりして反応をみる。救急車到着まで特別な場合（看取り等）を除き一時救命

処置を行う。 

 

  

● 家族と事業所との連携を密にするため、連絡帳等を作成し、サービス提供時間内での利 

用者の状態を報告する。 

● 救急車等で搬送する場合は、速やかに家族等関係者に連絡する 
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別紙（2） 

 

火災時対応マニュアル 

 

 

 

火災発生時 

   

火災報知器を確認のうえ、火災の場所等を確認し、火災通報電話を使用し、消防署へ速やか

に通報する。 

 

１名はただちに初期消火をおこなう。 

 

他の職員は、利用者を安全かつ速やかに安全な場所への避難誘導をおこなう。 

 

利用者の人数確認をし、利用者の状態の確認を行う。 

 

利用者の状態に異常が見られる場合は、状態の程度に応じ速やかに対応する。 

 

状態は緊急時対応マニュアルに準ずるものとする。 

 

 

 

 多数の職員の協力が必要な場合は緊急連絡網により連絡する 

 

 

 

 

 


